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1. はじめに 

川島町（以下、本町とする）においては、昭和40年代から人口増加や行政需要の拡大などに

より多くの公共施設を建設してきた。しかし、それらの施設が今後、更新時期を迎えることか

ら、公共施設等の老朽化対策が問題となっており、多額の修繕や建て替え費用が必要となる。

また、人口減少による税収減や少子高齢化に伴う義務的経費の増大などにより、公共施設の維

持管理に充てられる財源は限られ、現在の施設を維持していくことが困難となり、抜本的な見

直しが必要とされている。 

そのような厳しい財政状況の中で、今後、人口減少等により公共施設等の利用需要が変化し

ていくことを踏まえ、早急に公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、必要

な公共サービスを持続的に提供し続けられるよう、経営的な視点に基づく取り組みが必要不可

欠である。 

このため本町では、健全で持続可能な自治体経営の実現を図るため、公共施設等の管理の基

本方針として「川島町公共施設等総合管理計画」を策定した。本計画は、図- 1.1で示すよう

に「川島町公共施設等総合管理計画」のインフラ施設の維持管理に関する実行計画に基づき

「舗装の個別施設計画」について、最新の舗装状況を反映し、今後の計画的かつ効率的な修繕

計画および維持管理手法について定めたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 1.1 本計画の位置付け（川島町公共施設等総合管理計画より） 
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2. 舗装の現状と課題 

2.1 管理道路の現状 

  川島町が管理する道路延長については表- 2.1、図- 2.1に示すとおりであり、舗装延長は合

計 627.6kmである。 

 

表- 2.1 管理延長と舗装延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 2.1 区分別管理道路延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1級道路 49.7km

2級道路 37.4km

その他道路 540.5km

合計 627.6km

道路区分 管理延長(km)

49.7km
37.4km

540.5km

川島町の管理道路（km）

1級道路

2級道路

その他道路



 

5 

 

2.2 舗装工事予算の現状 

   川島町の各年度における道路舗装工事請負費は図- 2.2のとおりである。平成27年度から令和

6年度にかけて道路舗装工事請負費が、23.5百万～89.2百万円程度を推移しており、10年間での

平均は約60百万円程度であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 2.2 各年度の道路舗装工事請負費 
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2.3 舗装の現状 

 令和7年度に実施した路面性状調査結果を表- 2.2および図- 2.3に示す。 

調査結果より、路線全体の平均ＭＣＩは6.0であり、望ましい管理水準であるといえる。しか

し修繕が必要とされるＭＣＩ4.0以下が約4.2km（全体の17.1％）あり、そのうち早急に修繕が

必要と思われるＭＣＩ3以下が約1.6km（6.4％）を占める結果となった。 

 

表- 2.2 令和７年度路面性状調査結果まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 2.3 令和７年度調査結果まとめ 

 

     ＭＣＩ(Maintenance Control Index:舗装の維持管理指数)は、舗装の供用性を「ひび割れ」、 

「わだち掘れ」、「平たん性」を定量的に１０段階で評価したもの（数値が高いほど舗装の 

状態が良い）である。（満点は１０） 

                              

 

 

 

※国立研究開発法人土木研究所が開発した、道路管理者の立場からみた舗装の維持修繕の要否を判断するための評価値 

 

70.4%

12.5%

10.7%

6.4%
5.1以上

4.1～5.0

3.1～4.0

3以下

MCI

(平均6.0)

平均

40％以上 20～40％ 20％以下

延長(m) 1,883 3,082 19,806

割合(％) 7.6% 12.4% 80.0%

40mm以上 20～40mm 20mm以下

延長(m) 0 1,163 23,608

割合(％) 0.0% 4.7% 95.3%

 8以上 3～8未満 0～3未満

延長(m) 3,084 18,520 3,167

割合(％) 12.5% 74.8% 12.8%

3以下 3.1～4.0 4.1～5.0 5.1以上

延長(m) 1,577 2,656 3,099 17,439

割合(％) 6.4% 10.7% 12.5% 70.4%

ＭＣＩ 6.0

ＩＲＩ 4.1mm/m

項目 大　←　損傷レベル　→　小

ひび割れ率 11.3%

わだち掘れ量 7.3mm

早急に修繕が必要 3.0以下

維持水準の判断基準 ＭＣＩ

望ましい管理水準 5.1以上

修繕することが望ましい 4.1～5.0

修繕が必要 3.1～4.0
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なお、令和2年度に実施された路面性状調査結果との比較では、対象路線が一部異なるため

一概に比較できないが、表-2.3、図-2.4で示すとおり、この5年間で修繕が必要なレベルであ

るＭＣＩ4.0以下の割合が15%から17%に増加していることがわかる。 

この結果より、令和2年度以降の修繕費は増加したものの、ＭＣＩ4.0以下の割合も増加して

いることから、今後さらなる舗装の破損状態に応じた適切な維持管理の実施が必要である。 

 

表- 2.3 ＭＣＩの過年度調査結果比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 2.4 ＭＣＩの過年度調査比較（割合） 

 

 

 

 

 

 

 

3以下 3.1～4.0 4.1～5.0 5.1以上 合計 平均

延長(m) 1,577 2,656 3,099 17,439 24,771

割合(％) 6.4% 10.7% 12.5% 70.4% 100.0%

延長(m) 1,430 2,178 3,154 17,239 24,001

割合(％) 6.0% 9.1% 13.1% 71.8% 100.0%

ＭＣＩランク別延長および割合
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3. 舗装の維持管理に関する基本方針 

（１）予防保全を基本とした長寿命化の取り組み 

路盤までが損傷し、大規模な修繕が必要になってから多大な費用をかけて修繕する事後保

全だけではなく、道路の特性・重要度に応じた管理水準を設定し、劣化・損傷が軽度な段階

で計画的に補修を行い、健全度を維持し舗装の長寿命化を図る予防保全を積極的に取り入れ

る。予防保全と事後保全の管理方針を表- 3.1に示す。 

 

表- 3.1 予防保全と事後保全 

 

 

 

 

 

 

 

（２）予算の平準化 

年度によって予算が大きく変動することは、維持管理を行っていく上で好ましい状況では

ない。したがって、管理水準にとらわれ過ぎず、修繕のタイミングを調整することで予算の

平準化を図る。 

 

（３）継続的に改善していく道路管理の体制づくり 

点検（Ｐ）・診断（Ｄ）・措置（Ｃ）・記録（Ａ）のＰＤＣＡサイクルを導入し、表- 

3.2に示す項目を実行することにより、道路の維持管理を継続的に改善し、道路舗装の長寿

命化や適正な管理水準を維持していく。 

 

表- 3.2 各項目における実施項目および実施内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理方針

事後保全 ・上記以外の路線
・担当職員による日常的な巡視、住民からの情報提供に基づき

　修繕を実施する。

対象路線 管理内容

予防保全 ・幹線道路及び主要な道路

・定期的な舗装点検、評価結果に基づき修繕を実施する。

・管理基準値を設定し、基準値に達した場合を修繕対象とする。

・必要に応じて詳細調査を実施し、修繕工法を選定する。

日常的 計画的

点検 日常点検の実施
定期点検（路面性状調査）、

詳細点検（業務委託）の実施

　路面性状調査及び道路パトロール等を実施し、損傷状態を

確認する。また、必要に応じて詳細調査を実施する。

要望・通報の対応 診断・評価

修繕方針、優先順位の

考え方の決定

個別施設計画の策定・修繕計

画の見直し

措置 維持管理作業の実施
修繕・更新

（検討・設計含む）

　予算化が確定した修繕箇所について設計・施工等の発注手

続きを行う。

記録 データ蓄積・管理 データ蓄積・管理 　点検・診断・措置の内容をその都度、記録し更新を行う。

診断

業務項目
業務内容

　調査結果や住民からの情報提供に基づいて損傷状況を診断

し評価する。

　また、評価に基づいて修繕方針や優先順位を整理して、年

次の予算要望を作成する。

項目
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4. 管理方針 

4.1 管理道路の分類（グループ分け） 

道路分類の設定については、図- 4.1に示すように、既存の情報・資料などから管理路線を

“B（損傷の進行が早い道路など）” または“C、D（損傷の進行が緩やかな道路など）”に分類

する。本町の管理道路については、道路種別や交通状況などから表- 4.1に示すとおりとし、

本年度調査以外の道路については分類Dと設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 4.1 道路の分類のイメージ 

「舗装点検要領 P6 より」 

表- 4.1 道路の分類（川島町，令和７年度） 

 

 

 

 

 

 

 

※道路の分類については、道路の利用形態、破損の進行状況等を踏まえ適宜見直しを図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路分類 管理延長(km) 全体比

A 0.0 0.0%

Ｂ 4.0 0.6%

Ｃ 20.8 3.3%

Ｄ 602.8 96.1%

627.6 100.0%

対象道路

大型車交通量が多い道路、舗装が早期劣化する道路

大型交通量が少ない道路、舗装の劣化が緩やかな道路

生活道路等

合計

高規格幹線道路等
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4.2 表層の仕様目標年数の設定 

表層の使用目標年数については、分類Bに該当する道路に設定する。  

なお、分類 Bの道路における表層の使用目標年数は、舗装点検要領 P29「ひび割れ率に関す

る標準的な劣化曲線（交通量別）」に記されたグラフより、分類 B の道路は損傷の進行が早い

ことから、平均的な大型車交通量を「250台・方向以上」（Ｎ5交通）とすると、図- 4.2で示

すように劣化曲線が管理基準であるＭＣＩ＝4.0（ひび割れ率＝27%相当*）に到達する年数が

およそ 24年となる。そのため、本計画では使用目標年数を 24年と設定した。 

*MCI=10－2.23×（ひび割れ率）0.3より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 4.2 標準的な劣化曲線から導き出した使用目標年数 
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4.3 管理基準の設定 

分類Bおよび分類Cについては「予防保全による維持管理」を行い、表- 4.2、表- 4.3に示

す管理基準に従って実施することとした。分類Dの路線については、主に生活道路であり損傷

の進行が極めて遅いことから「道路パトロール・修繕要望等による事後保全（維持管理）」と

した。なお管理基準値は、「舗装管理要領」に示す診断区分Ⅲ（修繕段階）をもとに設定し

た。 

 

表- 4.2 管理基準（管理指標および修繕実施の判断基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表- 4.3 管理基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理指標 管理基準

ＭＣＩ 4.0

B 予防保全

・管理基準値を設定し、基準を下回った場合は舗装の打換え等の修繕を検討する。

・舗装の定期点検、評価結果に基づき修繕方法を検討する。

・FWD等を用いた詳細調査により、舗装の状態を確認し、修繕後は表層をより長持ち

　させる工法を計画する（路上路盤再生工法や打換え工法により舗装の長寿命化を図る）。

・担当職員の日常的な巡視、住民からの情報提供に基づき、必要に応じて修繕を検討する。

C 予防保全

・管理基準値を設定し、基準を下回った場合は舗装の打換え等の修繕を検討する。

・舗装の定期点検、評価結果に基づき修繕方法を検討する。

・必要に応じてFWD等を用いた詳細調査により、舗装の状態を確認し、修繕後は表層を

　より長持ちさせる工法を計画する（路上路盤再生工法や打換え工法により舗装の長寿命化

　を図る）。

・担当職員の日常的な巡視、住民からの情報提供に基づき、必要に応じて修繕を検討する。

Ｄ 事後保全

・劣化の進行が極めて遅い道路を対象としていることから、巡視の結果をもとに損傷程度に

　応じた小規模の措置を現場において判断し、実施することを基本方針とする（常温材料

　を用いた段差修正やポットホール補修、加熱合材による小規模補修、シール材注入等）。

・必要に応じてFWD等を用いた詳細調査により、舗装の状態を確認し、修繕後は表層を

　より長持ちさせる工法を計画する（路上路盤再生工法や打換え工法により舗装の長寿命化

　を図る）。

道路分類 保全方針 実施内容
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4.4 診断区分および結果 

管理道路の分類ごとに設定した診断区分を表- 4.4に示す。今年度調査した道路の分類結果

は表- 4.5、診断区分ごとの延長の結果を表- 4.6に示す。 

 

表- 4.4 診断区分 

 

 

 

 

 

 

※判断基準は「舗装管理要領」に示す診断区分をもとに設定した。 

 

表- 4.5 調査対象道路の分類結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表- 4.6 診断区分ごとの延長（令和７年度路面性状調査結果を集計） 

 

 

 

 

 

 

 

診断区分Ⅰ 診断区分Ⅱ 診断区分Ⅲ

健全段階 表層機能保持段階 修繕段階

状態 損傷レベル：小 損傷レベル：中 損傷レベル：大

分類Ｂ ＭＣＩ5.1以上 ＭＣＩ4.1～5.0 ＭＣＩ4.0以下

分類Ｃ ＭＣＩ5.1以上 ＭＣＩ4.1～5.0 ＭＣＩ4.0以下

分類Ｄ

管理指標

補修が必要と判断された時点

分類

Ｄ
上記以外の道路

（生活道路等）

町道１-５号線

町道１-８号線

町道１-２０号線

町道２-４号線

町道２-３１号線

町道１３４８号線

町道１３９４号線

Ｃ

町道１-４号線

町道２-３２号線

町道１-１６号線

町道１-２３号線

対象道路

Ｂ
町道１-１９号線

町道１-２１号線

診断区分Ⅰ 診断区分Ⅱ 診断区分Ⅲ

2.788 0.920 0.267 3.975 km

70.1% 23.1% 6.7% 100.0 ％

14.651 2.179 3.966 20.796 km

70.5% 10.5% 19.1% 100.0 ％

17.439 3.099 4.233 24.771 km

70.4% 12.5% 17.1% 100.0 ％
合計

分類 合計

Ｂ

Ｃ
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4.5 点検方法・点検頻度 

舗装の状態を把握するために実施する点検方法および点検頻度を表- 4.7に示す。分類 B の

道路の点検頻度は、5年に 1度の路面性状調査を行い、分類 Cの道路については日常点検によ

る目視点検とした。 

また、舗装点検要領において分類 Dの点検頻度については特に規定されておらず、「道路の

総延長を考慮し、更新時期や地域特性等に応じて道路管理者が適切に点検計画を策定する。」

とされている。したがって、分類 Dの道路の点検については分類 Cと同様に日常点検による

目視点検とした。 

表- 4.7 点検方法・点検頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路分類 点検内容

定期点検 ５年に１度

・路面性状測定車による点検

・路面のひび割れ、わだち掘れ、ＩＲＩを専用

　機械で調査する。

日常点検 巡回
・道路パトロール、住民からの情報提供・要望に

　より、路面の損傷を調査する。

Ｄ 日常点検 巡回
・道路パトロール、住民からの情報提供・要望に

　より、路面の損傷を調査する。

点検方法と頻度

Ｂ・Ｃ
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5. 修繕計画 
5.1 修繕計画の検討 

当該個別施設計画において策定する計画期間は、5ヶ年(令和8年度～令和12年度)とする。 

 

5.2 修繕費用の見通し 

計画期間内の修繕費用の見通しについては、管理基準、対策工法を基に計画期間内に修繕が

必要な区間（延長、面積）を抽出して推定修繕費用を積み上げるものとする。 

 

5.3 対策の優先順位（修繕計画の方針） 
本計画は、修繕箇所と修繕費用さらに優先順位を付して整理したもので、一覧表から構成す

る。効率的に修繕を実施するため、ある程度まとまった区間を連続的に修繕できるよう、路線

毎に管理基準値を下回る修繕区分Ⅲ（ＭＣＩ4.0以下）の占める割合が多い路線を優先的に修

繕対象とすることとした。 

なお、修繕の優先順位については路面性状値や道路分類などに現れない住民要望やその他の

現地状況も加味して判断したが、必要に応じて見直しを図るものとする。 

 

5.4 修繕工法の選定および修繕単価 

抽出箇所（5.7km）に対する必要な予算について、それぞれの道路区分に対応する修繕工法

および修繕単価（1m 2あたり費用）を表- 5.1に示す。 

 

表- 5.1 各修繕工法の施工単価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理基準 修繕工法 道路分類 単価（円/m
2） 標準断面

MCI5.0以下 舗装打換え B,C 8,942 表層5cm、基層5cm

B 15,986 表層5cm、基層5cm、路上路盤再生工20cm

C 11,743 表層5cm、路上路盤再生工18cm
MCI4.0以下 路上路盤再生
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5.5 修繕計画結果 

修繕計画の結果を表- 5.2に示す。 

 

表- 5.2 修繕計画一覧表（令和８年度から令和１２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※対策内容（案）及び対策年度（案）については詳細調査の実施やその年の修繕費用、現場状況等を考慮し変更する。 

 

令和 8年度から令和 12年度までの 5ヶ年で想定される修繕費用合計は約 442,985千円とな

り、年間平均は 88,000千円程度であった。その規模は、過去 10年間の修繕費用平均 60,000千

円と比較して大きいが、道路を維持していくうえで必要な修繕費であると考えられる。 

よって今後 5カ年の修繕計画は、限られた予算の中でより有効な修繕を行うため、長寿命化

材料や工法を用いた修繕を行い費用の縮減を行っていく必要があり、今後の予算状況や住民要

望等も踏まえ、必要に応じて改訂を行っていく。 

 

 

   －以 上－ 

（ｍ） （ｍ） （千円）

1 B 町道１－１９号線 １級 160 747 587 7.0 3.5 3 5 1 9 路上路盤再生 8 65,686

2 C 町道１－２３号線 １級 0 180 180 7.0 2.3 5 3 1 9 路上路盤再生 8 14,796

3 C 町道１－４号線 １級 1,421 1,840 419 7.0 3.8 3 5 8 路上路盤再生 9 34,442

4 C 町道２－４号線 ２級 520 600 80 7.0 3.8 3 5 8 路上路盤再生 9 6,576

5 B 町道１－２１号線 １級 1,360 1,520 160 7.0 4.6 1 5 2 8 舗装打換え 9 10,015

6 C 町道１－２３号線 １級 2,400 2,640 240 7.0 3.7 3 3 1 7 路上路盤再生 9 19,728

7 C 町道１－２３号線 １級 560 700 140 7.0 3.3 3 3 1 7 路上路盤再生 9 11,508

8 C 町道１－８号線 １級 140 640 500 7.0 2.6 5 1 1 7 路上路盤再生 10 41,101

9 C 町道１－４号線 １級 340 500 160 7.0 3.8 3 3 6 路上路盤再生 10 13,152

10 C 町道１－５号 １級 655 780 125 7.0 3.0 5 1 6 路上路盤再生 10 10,275

11 C 町道１－２０号線 １級 540 640 100 7.0 3.9 3 2 5 路上路盤再生 10 8,220

12 C 町道１－８号線 １級 3,791 3,924 133 7.0 3.8 3 1 1 5 路上路盤再生 10 10,933

13 C 町道１－８号線 １級 3,060 3,520 460 7.0 3.4 3 1 1 5 路上路盤再生 11 37,812

14 C 町道１－２０号線 １級 880 1,048 168 7.0 3.3 3 2 5 路上路盤再生 11 13,810

15 C 町道１－２３号線 １級 3,000 3,120 120 7.0 4.1 1 3 1 5 舗装打換え 11 7,511

16 C 町道１－５号 １級 1,360 1,480 120 7.0 4.0 3 1 4 路上路盤再生 11 9,864

17 C 町道１－５号 １級 2,645 2,760 115 7.0 3.9 3 1 4 路上路盤再生 11 9,453

18 C 町道１－５号 １級 3,200 3,280 80 7.0 3.8 3 1 4 路上路盤再生 11 6,576

19 C 町道１－５号 １級 860 1,239 379 7.0 3.1 3 1 4 路上路盤再生 11 31,154

20 C 町道１－４号線 １級 1,160 1,284 124 7.0 4.3 1 3 4 舗装打換え 12 7,762

21 C 町道１－４号線 １級 660 1,020 360 7.0 4.3 1 3 4 舗装打換え 12 22,534

22 B 町道１－２１号線 １級 1,900 2,060 160 7.0 4.8 1 2 3 舗装打換え 12 10,015

23 B 町道１－２１号線 １級 2,380 2,460 80 7.0 4.3 1 2 3 舗装打換え 12 5,008

24 C 町道１－８号線 １級 1,360 1,580 220 7.0 4.6 1 1 1 3 舗装打換え 12 13,771

25 C 町道１－８号線 １級 2,520 2,700 180 7.0 4.2 1 1 1 3 舗装打換え 12 11,267

26 C 町道２－３１号線 ２級 0 160 160 7.0 4.1 1 1 舗装打換え 12 10,015

合計 5,550 442,985

88,597
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